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1 避難行動要支援者とは
避難行動要支援者とは、要配慮者（高齢者や障がいのある人など）のうち、 災害が発生したときや発生す

る恐れがあるときに、自ら避難することが困難で特に支援を必要とする人です。

2 避難行動要支援者の対象について
次の（1）～（9）のいずれかに該当する人が対象となります。

3 避難行動要支援者名簿の活用について
知立市では、平成25年度に災害対策基本法の改正に伴い、避難行動要支援者名簿（以下「名簿」という。）を

整備しています。平常時の名簿の情報提供に同意していただくと、皆さんがお住まいの地域の避難支援等関
係者に名簿を提供し、日頃から防災訓練などに活用することにより、地域の避難支援体制の強化につながり、
災害への備えになります。

4 名簿の情報提供に関する手続き
過去1年間で (1)～(7)に該当することになった人には、6月初旬に避難行動要支援者名簿の情報提供に関

する同意書（以下「同意書」という。）と案内文書を送付します。必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒に
より郵送ください。
※同意がない場合は、平常時には避難支援等関係者に名簿の情報が提供されません。
※令和7年度までに同意書と案内文書を送付済の人（すでに同意書を提出した人、未回答の人）には送付されません。
※避難行動要支援者の対象とならない人でも、自力での避難が難しく、支援が必要な人は名簿への登録ができます。名簿への登

録を希望する人は、福祉課までご連絡ください。

避難行動要支援者名簿の作成と活用について
問 �福祉課　地域福祉係（☎95－0150）

(1)ひとり暮らし高齢者として市に登録されている人
(2)要介護認定区分が3～5までの人（施設入所者を除く）
(3)要介護認定区分が2以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の人（施設入所者を除く）
(4)要介護認定区分が2以下で障がい高齢者の日常生活自立度Ｂ以上の人（施設入所者を除く）
(5)身体障害者手帳の交付を受けた人のうち、その障がいの程度が1級～3級までの肢体不自由、1級～6級までの視覚

障がいまたは聴覚障がいである人
(6)療育手帳の交付を受けた人のうち、その障がいの程度がＡ判定もしくはＢ判定である人またはこれと同程度の障

がいである人
(7)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人のうち、その障がいの程度が1級または2級である人
(8)特定医療費（指定難病）の支給認定を受けた人のうち、自ら避難することが困難な人
(9)その他支援を希望する人で市長が支援を必要と認めた人

知立市 避難行動
要支援者

災害時
受けられる支援（例）
●避難連絡・避難誘導に
　関する支援
●安否確認・救助活動等に
　活用

避難支援等関係者

※名簿情報の漏洩防止のため適切な管理を
　徹底します。

●町内会・自主防災組織
●民生委員・児童委員
●警察機関
●社会福祉協議会　　など

④同意した人の
　名簿情報の提供

①避難行動要支援者名簿の作成

②名簿情報を平常時から
　支援者に提供してよいか確認

③同意
同意書の返送

平常時
受けられる支援（例）
●日常の声かけ等の見守り
●防災訓練等に活用
●避難支援
（避難行動の個別
支援計画の策定）




